
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保１４－１

ふ り が な みなみやましろ　　たろう

TEL FAX

円

円

円

2,000

南山城村簡易水道設置条例（昭和４６年３月２２日条例第３号）第１条の簡易水道を設置し

　　水道事業を経営することに同意し、分担金を添え加入します。

　　　　年　　月　　日

住 所

氏 名

加 入 地 区 中央簡易水道

△△-△-○○○

南山城　太郎

〒６１９－１４１１

△△-△-△△△

備 考

(加入する地区に○をつけてください）

高尾簡易水道

（北大河原・南大河原地区） （田山地区）

600,000加 入 分 担 金

竣 工 検 査 手 数 料

記　入　例

南山城村簡易水道加入申込書

加 入 者

納 入 金

合 計 ( 税 込 ）

南山城村長様

602,000

中央簡易水道

給水装置の所有者とな
る方の住所、氏名、電
話番号を記入して下さ
い。代理人不可。

諸費用一覧を参照し
て下さい。（記入例は
中央地区加入で給水
装置が２０ｍｍ以下の
場合の金額です。


